
（空知総合振興局保健環境部深川地域保健室）

課等名 補助金等の名称 補助事業等の概要 補助事業者等の名称 補助金等の額（円) 摘　要

企画総務課
令和４年度北海道医療給付
事業補助金

重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母
又は父及び児童、乳幼児等の健康の保持
及び福祉の増進を図ることを目的とし
て、北海道補助金等交付規則の規定によ
るほか、要綱に定めるところにより、予
算の範囲内において補助する。

深川市 27,105,000
令和４年１０月２６日交付決定
令和５年３月３１日変更決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度北海道医療給付
事業補助金

重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母
又は父及び児童、乳幼児等の健康の保持
及び福祉の増進を図ることを目的とし
て、北海道補助金等交付規則の規定によ
るほか、要綱に定めるところにより、予
算の範囲内において補助する。

妹背牛町 3,149,000
令和４年１０月２６日交付決定
令和５年３月３１日変更決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度北海道医療給付
事業補助金

重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母
又は父及び児童、乳幼児等の健康の保持
及び福祉の増進を図ることを目的とし
て、北海道補助金等交付規則の規定によ
るほか、要綱に定めるところにより、予
算の範囲内において補助する。

秩父別町 2,641,000
令和４年１０月２６日交付決定
令和５年３月３１日変更決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度北海道医療給付
事業補助金

重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母
又は父及び児童、乳幼児等の健康の保持
及び福祉の増進を図ることを目的とし
て、北海道補助金等交付規則の規定によ
るほか、要綱に定めるところにより、予
算の範囲内において補助する。

北竜町 1,714,000
令和４年１０月２６日交付決定
令和５年３月３１日変更決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度北海道医療給付
事業補助金

重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母
又は父及び児童、乳幼児等の健康の保持
及び福祉の増進を図ることを目的とし
て、北海道補助金等交付規則の規定によ
るほか、要綱に定めるところにより、予
算の範囲内において補助する。

沼田町 2,910,000
令和４年１０月２６日交付決定
令和５年３月３１日変更決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度健康増進事業費
等補助金

「健康増進法(平成14年法律第103号)第
17条第1項及び第19条の2(健康増進法施
行規則第4条の2第6項を除く。)」に基づ
き、道民の健康増進に資することを目的
として、北海道補助金等交付規則（昭和
47年北海道規則第34号）の規程によるほ
か、当事業要綱の定めるところにより、
予算の範囲内で補助する。

深川市 227,000
令和５年３月１０日交付決定
令和５年４月２７日公表

令和４年度補助金等交付一覧
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令和４年度補助金等交付一覧

企画総務課
令和４年度健康増進事業費
等補助金

「健康増進法(平成14年法律第103号)第
17条第1項及び第19条の2(健康増進法施
行規則第4条の2第6項を除く。)」に基づ
き、道民の健康増進に資することを目的
として、北海道補助金等交付規則（昭和
47年北海道規則第35号）の規程によるほ
か、当事業要綱の定めるところにより、
予算の範囲内で補助する。

妹背牛町 613,000
令和５年３月１０日交付決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度健康増進事業費
等補助金

「健康増進法(平成14年法律第103号)第
17条第1項及び第19条の2(健康増進法施
行規則第4条の2第6項を除く。)」に基づ
き、道民の健康増進に資することを目的
として、北海道補助金等交付規則（昭和
47年北海道規則第36号）の規程によるほ
か、当事業要綱の定めるところにより、
予算の範囲内で補助する。

秩父別町 370,000
令和５年３月１０日交付決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度健康増進事業費
等補助金

「健康増進法(平成14年法律第103号)第
17条第1項及び第19条の2(健康増進法施
行規則第4条の2第6項を除く。)」に基づ
き、道民の健康増進に資することを目的
として、北海道補助金等交付規則（昭和
47年北海道規則第37号）の規程によるほ
か、当事業要綱の定めるところにより、
予算の範囲内で補助する。

北竜町 684,000
令和５年３月１０日交付決定
令和５年４月２７日公表

企画総務課
令和４年度健康増進事業費
等補助金

「健康増進法(平成14年法律第103号)第
17条第1項及び第19条の2(健康増進法施
行規則第4条の2第6項を除く。)」に基づ
き、道民の健康増進に資することを目的
として、北海道補助金等交付規則（昭和
47年北海道規則第38号）の規程によるほ
か、当事業要綱の定めるところにより、
予算の範囲内で補助する。

沼田町 944,000
令和５年３月１０日交付決定
令和５年３月３１日変更決定
令和５年４月２７日公表


